
1 

 

一般廃棄物の収集運搬業務仕様書 

 

１ 業務名称 

大阪急性期・総合医療センターの一般廃棄物の収集運搬業務 

 

２ 業務内容 

大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）から排出される一般廃棄

物の収集運搬を行う業務である。 

 

３ 契約期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

４ 業務体制等に関する事項 

（１）業務責任者等の設置と業務体制の確立 

受注者は、事務責任者、業務責任者及び現場作業員をもって業務体制を組織するとと

もに、その内容を本契約締結時にセンターに届け出なければならない。 

 

① 本社等の体制 

事務責任者：事務を掌握し、かつ業務責任者を指揮する者。 

② 現場の体制 

業務責任者：業務を総合的に把握し、かつ調整を行い、現場作業員を指揮監督する 

      とともに、センターの担当者からの業務上の依頼に対して、即座に対

応が取れる者。 

現場作業員：業務責任者の指揮監督に従い、本業務に従事する者。 

 

（２）業務計画書の作成 

受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、作業行程、業務遂行上必要な資格等、業

務を適正に実施するための事項を記載した業務計画書を作成し、センターの担当者

に提出し、承認を受けなければならない。 

 

５ 業務内容及び履行に関する事項 

（１）許可証等 

受注者は、本業務を行うに当たって、下記（２）①に係る業務を行うにあたり、大阪

市長が許可する「一般廃棄物収集運搬業の許可証」を有していなくてはならない。 
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（２）搬出を予定する一般廃棄物の種類と予定数量 

① 種類 

一般廃棄物（紙類、衣類、生ごみ等） 

② 予定排出量 

２７２，２００㎏／年 

※ただし、予定排出量は概算であり契約における発注量を約束するものではない。 

 

（３）集積場所及び集積時間 

① 集積場所 

中央館北側 地階 ごみ貯留排出器（ロータリードラム） 

   中央館南側 地階 ごみ貯留排出器（ロータリードラム） 

② 集積時間 

原則、午前３時３０分から午前６時まで 

   作業時間の目安は１時間程度とする。 

 

（４）搬出作業の方法等について 

① 廃棄物は毎日（祝日を含む）搬出し、大阪市の指定処理場（舞洲工場）に搬入す

るものとする。舞洲工場が利用できない場合には、他の大阪市の指定処理場に搬

入するものとする。ただし、大阪市の指定処理場が休業しているときを除く。ま

た、日曜日及び年末年始については、別途協議するものとする。 

② 受注者は集積場において、ごみ貯留排出器（ロータリードラム）の運転操作及び

これに付随する作業を行うこと。 

③ 作業員並びに周辺への安全配慮を徹底すること。 

④ 受注者は搬出作業の後、集積場付近を掃除し、常に清潔に保つこと。 

 

（５）運搬車両 

① 一般廃棄物の飛散、落下を防止した車両を使用すること。 

② 構内の産業廃棄物の搬出場所までのルートに一部高さ制限がある箇所があるた

め、車両の車高は 2.6ｍ以下であること。 

③ 受注者は、業務従事者に急発進、急停車、急ハンドル等の危険運転をしないよう

指示するとともに、環境への負荷が少なくなるよう考慮した運転等を行うよう

指導し、実施させること。 

 

（６）遵守事項 

① 受注者は、センターの場所における積込業務の開始から処理施設における処分

まで、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか、「道路運送車両法」、「道路



3 

 

交通法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」、その他関係法令等を遵守し

適正に処理するものとし、法令等に違反した業務によりセンター及び第三者に

損害が発生した場合は、受注者の責任において賠償することとする。 

② 受注者は、業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契

約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。 

③ 大阪府暴力団排除条例を遵守すること。 

 

（５）その他 

① 本業務の履行にあたっては、一般廃棄物の積替え・保管を行ってはならない。 

② 搬出元が、医療機関であることを十分に認識するとともに、構内において車両に

汚損や一般廃棄物の飛散等の公序良俗に反する行為を行ってはならない。 

③ 収集・運搬に係る車両費、作業費用、処分手数料、作業後の清掃等は全て収集運

搬の契約単価に含むものとする。 

④ 業務中にセンターの建物、備品、設備等を破損した場合は、直ちにセンターの担

当者に連絡し、その損害を賠償するものとする。 

 

６ 契約代金の支払いについて 

（１）センターは、１箇月毎にその処理分に応じた契約代金を、受注者に支払うものとする。 

（２）契約代金は、一般廃棄物の収集・運搬に係る契約単価に、受注者が１箇月あたりに処

理した一般廃棄物の数量を乗じた額の合計額に、消費税及び地方消費税を加算した

金額とする。 

 

７ その他 

  本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、センターと受注者が協議の上、

その指示に従うものとする。 


